
平成˜œ年˜™月™™日 月曜日 (号外第™ ˜号)官 報
百
六

78.1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

78.1

期
間

æ

出
願
人
は
、
希
望
す
る
と
き
は
、
第
三
十
九
条

\
æ
の
規
定
に
基
づ
く
要
件
を
満
た
し
た
時
か
ら

一
箇
月
以
内
に
、
当
該
選
択
官
庁
に
対
し
て
第
四

十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
請
求
の
範
囲
、
明
細
書

及
び
図
面
の
補
正
を
す
る
権
利
を
行
使
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
十
六
条
\
に
規
定
す
る
国
際
予
備
審

査
報
告
の
送
付
が
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
期
間

の
満
了
す
る
時
ま
で
に
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当

該
期
間
の
末
日
の
後
四
箇
月
以
内
に
行
使
す
る
。

も
つ
と
も
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
締
約

国
の
国
内
法
令
が
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
後
に
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ç

国
内
法
令
が
特
別
の
請
求
に
よ
つ
て
の
み
審
査

が
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
選
択
国
に
お

い
て
は
、
そ
の
国
内
法
令
は
、
出
願
人
が
第
四
十

一
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
又
は
時
を
特
別
の
請
求
に
よ
る
国
内

出
願
の
審
査
の
場
合
に
お
け
る
補
正
書
の
提
出
の

た
め
の
国
内
法
令
に
定
め
る
期
間
又
は
時
と
同
一

と
す
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、

そ
の
期
間
又
は
時
が
æ
に
規
定
す
る
当
該
期
間
の

満
了
前
に
満
了
せ
ず
又
は
到
来
し
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。

百
七

78.2
を
削
る
。

百
八

80.5
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

80.5

期
間
の
末
日
が
就
業
日
で
な
い
日
又
は
法
定
の
休

日
に
当
た
る
場
合

文
書
及
び
手
数
料
が
国
内
官
庁
又
は
政
府
間
機
関
に

到
達
す
べ
き
期
間
の
末
日
が
、

ü

国
内
官
庁
若
し
く
は
政
府
間
機
関
が
公
の
事

務
の
処
理
の
た
め
に
公
衆
に
対
し
て
開
庁
し
て

い
な
い
日
に
当
た
る
場
合
、

@

国
内
官
庁
若
し
く
は
政
府
間
機
関
の
所
在
地

に
お
い
て
通
常
の
郵
便
物
が
配
達
さ
れ
な
い
日

に
当
た
る
場
合
、

A

国
内
官
庁
若
し
く
は
政
府
間
機
関
が
二
以
上

の
地
に
所
在
す
る
場
合
、
国
内
官
庁
若
し
く
は

政
府
間
機
関
の
所
在
地
の
う
ち
少
な
く
と
も
一

に
お
い
て
法
定
の
休
日
に
当
た
り
、
か
つ
、
そ

の
国
内
官
庁
若
し
く
は
政
府
間
機
関
に
適
用
さ

れ
る
国
内
法
令
が
、
国
内
出
願
に
つ
い
て
、
こ

の
場
合
に
は
そ
の
期
間
は
後
続
の
日
に
満
了
す

る
と
定
め
て
い
る
場
合
、

B

国
内
官
庁
が
特
許
を
付
与
す
る
任
務
を
有
す

る
締
約
国
の
政
府
の
当
局
で
あ
る
場
合
、
そ
の

締
約
国
の
一
部
に
お
い
て
法
定
の
休
日
に
あ
た

り
、
か
つ
、
そ
の
国
内
官
庁
に
適
用
さ
れ
る
国

内
法
令
が
、
国
内
出
願
に
つ
い
て
、
こ
の
場
合

に
は
そ
の
期
間
は
後
続
の
日
に
満
了
す
る
と
定

め
て
い
る
場
合
、

に
は
、
そ
の
期
間
は
、
そ
れ
ら
の
日
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
後
続
の
最
初
の
日
に
満
了
す
る
。

百
九

第
八
十
九
規
則
の
二
の
表
題
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

第
八
十
九
規
則
の
二

電
子
形
式
又
は
電
子

的
手
段
に
よ
る
国
際
出

願
及
び
国
際
出
願
に
関

す
る
書
類
の
提
出
、
処

理
及
び
送
達

百
十

89の2.3
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

89の2.3

官
庁
間
の
送
達

条
約
、
こ
の
規
則
又
は
実
施
細
則
が
、
国
際
出
願
、

通
知
、
送
達
、
通
信
又
は
そ
の
他
の
書
類
の
一
の
国
内

官
庁
又
は
政
府
間
機
関
に
よ
つ
て
他
の
国
内
官
庁
又
は

政
府
間
機
関
に
対
し
て
行
う
送
達
、
通
知
、
又
は
送
付

（
以
下
「
送
達
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
規
定
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
送
達
は
、
送
達
す
る
者
及
び

受
け
取
る
者
の
双
方
が
合
意
し
た
と
き
は
、
電
子
形
式

又
は
電
子
的
手
段
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ç

出
願
人
が
、
第
四
十
条
]
の
規
定
に
基
づ
き
選

択
官
庁
に
明
示
の
請
求
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
国

際
事
務
局
は
、
選
択
官
庁
又
は
出
願
人
の
請
求
に

よ
つ
て
、

ü

国
際
予
備
審
査
報
告
が
、
71.1
の
規
定
に
基
づ

き
既
に
国
際
事
務
局
に
送
付
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
選
択
官
庁
に
対
し
第
三
十
六
条
^

æ
に
規
定
す
る
送
達
を
速
や
か
に
行
う
。

@

国
際
予
備
審
査
報
告
が
、
71.1
の
規
定
に
基
づ

く
国
際
事
務
局
へ
の
送
付
が
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
当
該
選
択
官
庁
に
対
し

43の2.1
の
規
定
に

基
づ
き
国
際
調
査
機
関
が
作
成
し
た
書
面
に
よ

る
見
解
の
写
し
の
送
達
を
速
や
か
に
行
う
。

è

出
願
人
が
国
際
予
備
審
査
の
請
求
又
は
選
択
の

一
部
又
は
全
部
を
取
り
下
げ
た
場
合
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
際
事
務
局
が
国
際
予
備
審
査
報
告
を
受

領
し
て
い
た
場
合
、
æ
に
規
定
す
る
送
達
は
選
択

官
庁
又
は
取
下
げ
の
影
響
を
受
け
る
官
庁
に
対
し

て
行
わ
れ
る
。

百
三

76.5
の
表
題
及
び
本
文
中
の
「
22.1
ì
」
の
次
に

「
、
47.1
」
を
加
え
、「
第
四
十
九
規
則
」
の
次
に
「
、
第

四
十
九
規
則
の
二
」
を
加
え
る
。

百
四

76.5
B

の
次
に
C

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

C

47.1
æ
中
「
47.4
」
と
あ
る
の
は
、「
61.2
é
」
と
す

る
。

百
五

76.6
を
削
る
。

百
十
一

90.4
è
の
次
に
é
及
び
ê
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

é

ê
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
受
理

官
庁
、
国
際
調
査
機
関
、
国
際
予
備
審
査
機
関
、

国
際
事
務
局
は
、
ç
に
定
め
る
別
個
の
委
任
状
を

提
出
す
る
要
件
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
è
は
適
用
さ
れ
な
い
。

ê

代
理
人
や
共
通
の
代
表
者
が

90の2.1
か
ら

90の2.4
ま
で
の

規
定
に
よ
る
取
下
げ
の
通
告
を
す
る
場
合
、
ç
に

定
め
る
個
別
の
委
任
状
に
つ
い
て
の
要
件
を
é
に

基
づ
い
て
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

百
十
二

90.5
ç
の
次
に
è
及
び
é
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

è

受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
、
国
際
予
備
審
査

機
関
は
、
æ
@

に
定
め
る
包
括
委
任
状
の
写
し
を

願
書
、
国
際
予
備
審
査
の
請
求
書
又
は
別
個
の
通

知
に
添
付
す
る
要
件
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

é

è
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
代
理
人
が

90の2.1
か
ら

90の2.4
ま
で
の
規
定
に
よ
る
取
下
げ
の
通
告
を
受
理
官

庁
、
国
際
調
査
機
関
、
国
際
予
備
審
査
機
関
に
す

る
場
合
、
包
括
委
任
状
の
写
し
を
当
該
官
庁
又
は

機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

百
十
三

90の2.5
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

90の2.1
か
ら

90の2.4
ま
で
に
規
定
す
る
取
下
げ
の
通
告
に

は
、
ç
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
出

願
人
又
は
、
二
人
以
上
の
出
願
人
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
全
て
の
出
願
人
が
署
名
す
る
。
90.2
ç

の
規
定
に
基
づ
く
共
通
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
た

出
願
人
は
、
ç
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し

て
、
他
の
出
願
人
の
代
わ
り
に
そ
の
よ
う
な
通
告

に
署
名
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。

百
十
四

90の2.5
ç
A

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

A

90の2.4
ç
に
規
定
す
る
取
下
げ
の
通
告
の
場
合
に

は
、
当
該
発
明
者
で
あ
る
出
願
人
が
国
際
予
備

審
査
の
請
求
書
に
署
名
を
し
て
い
な
い
が
53.8
ç

に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

百
十
五

92の2.1
ç
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ç

国
際
事
務
局
は
、
優
先
日
か
ら
三
十
箇
月
の
期

間
の
満
了
の
後
に
記
録
の
要
請
を
受
理
し
た
場
合

に
は
、
要
請
さ
れ
た
変
更
を
記
録
し
な
い
。

百
十
六

第
九
十
三
規
則
の
次
に
第
九
十
三
規
則
の
二
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
十
三
規
則
の
二

書
類
の
送
達
方
法

93の2.1

請
求
に
よ
る
送
達
、
電
子
図
書
館
を
経
由
し
た
送

達æ

条
約
、
こ
の
規
則
又
は
実
施
細
則
が
、
国
際
出

願
、
通
知
、
送
達
、通
信
又
は
そ
の
他
の
書
類（
以

下
「
書
類
」
と
い
う
。）の
国
際
事
務
局
か
ら
指
定

官
庁
又
は
選
択
官
庁
に
対
し
て
行
う
送
達
、
通
知

又
は
送
付
（
以
下
「
送
達
」
と
い
う
。）に
つ
い
て

規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
送
達
は
、
関
係

す
る
官
庁
に
よ
る
請
求
に
よ
つ
て
の
み
、
か
つ
、

官
庁
が
特
定
す
る
時
に
行
わ
れ
る
。こ
の
請
求
は
、

個
別
に
特
定
さ
れ
た
書
類
又
は
特
定
さ
れ
た
一
又

は
複
数
の
書
類
の
分
類
に
関
す
る
も
の
と
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
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